
公告の修正箇所等について 

 

 

公告  №Ｃ４１ 西阿倉川６２号線道路改良工事に伴う調査業務委託 

 

 

 

【修正箇所】 

 

（修正前） 

最低制限価格 有 ※算出方法は「④地質調査業務」（万円未満切り捨

て、上下限なし）及び「②設計業務・用地調査業務

（権利調査を含む）・工損調査業務の積算に技術経

費の項目を計上しない場合」（万円未満切り捨て、上

下限なし）を採用し、算出した費用を合算した金額（上

下限あり）とします。 

 

（修正後） 

最低制限価格 有 ※算出方法は「④地質調査業務」を採用します。 

 

 

 

【算出方法の補足説明】 

 

下記の計算式中の「解析等調査業務費」は、本業務の工事設計書における「設計・解

析・調査業務価格」の額とします。 

 

④地質調査業務 

純調査費＋諸経費×0.5＋解析等調査業務費×0.8 

※純調査費＝直接調査費＋間接調査費 

諸経費＝業務管理費＋一般管理費等 


